
○新見市空き工場等活用奨励金交付要綱 

平成２０年７月２２日 

告示第９２号 

（通則） 

第１条 新見市空き工場等活用奨励金（以下「奨励金」という。）の交付については、新

見市補助金等交付規則（平成１７年新見市規則第６３号）に定めるところによるほか、

この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 空き工場等 前の入居者が退去した後６箇月を経過しても入居者の決まらない

工場、事務所等の施設（現状変更等により工場、事務所等として使用する施設を含む。）

をいう。 

（２） 先端技術工場 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４４条の２第１

項に規定する高度技術工業として大蔵省が行った告示（昭和５９年３月３１日大蔵省

告示第４１号）別表の番号の１から２０までに掲げる製造業の用に供する工場をいう。 

（３） 一般製造工場 日本標準産業分類（平成１９年総務省告示第６１８号）分類表

中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。 

（４） 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 工業製品に係る研究所 

イ バイオテクノロジーに係る研究所 

ウ 光通信又は電気通信に係る研究所 

エ ソフトウェアハウス 

オ システムハウス 

カ 高度情報処理産業に係る事業所 

キ 高度な機械修理業に係る事業所 

ク ディスプレイ業に係る事業所 

ケ 非破壊検査業に係る事業所 

コ デザイン業に係る事業所 

サ 機械設計業に係る事業所 

シ エンジニアリング業に係る事業所 

ス その他新見市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認め

る研究所又は事業所 

（５） 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸

売業を営む者が自ら使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事

業場（以下「流通加工場」という。）及び製造業若しくは小売業を営む者が自ら使用

する倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されるも

のを除くものをいう。 

（奨励金） 



第３条 市長は、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の安定と向上に資

するため、先端技術工場、一般製造工場又は研究所等及び物流施設（以下「工場等」と

いう。）として、市内の空き工場等を取得又は賃借し、操業を開始した企業に対して、

予算の範囲内で奨励金を交付する。 

（交付対象者） 

第４条 奨励金交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、市内の空き工場

等を取得又は賃借し、工場等として活用し、操業しようとする者であって次に掲げる要

件を満たすものとする。 

（１） 取得又は賃借する空き工場等の延べ床面積が、５００平方メートル以上である

こと。 

（２） 賃借の場合は、賃借期間が１年以上であること。 

（３） 事業に必要な許可等を取得（操業までの見込み含む。）していること。 

（４） 市内に工場等を有していないこと（市内に工場等を有している場合は、空き工

場等を活用後も当該工場等において継続して事業を営むこと。）。 

（５） 交付対象者が、新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例（平成２４年新

見市条例第２８号）第２条に規定する特別措置の対象とならないこと。 

（奨励金の額等） 

第５条 第３条の規定により交付することができる奨励金の種類、使途、補助対象経費、

奨励金の額、補助率及び限度額は、別表に定めるところによるものとする。 

２ 前項の規定により算出した奨励金の額に１，０００円未満の端数がある場合は、その

端数を切り捨てた額を奨励金の額とする。 

（認定申請） 

第６条 奨励金を受けようとする者は、操業準備のため、取得又は賃借した空き工場等の

整備改修に着手する日の原則として３０日前までに、奨励金認定申請書（様式第１号）

に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 納税等状況調査同意書 

（２） その他市長が必要と認める書類 

（認定通知） 

第７条 市長は、前条の規定による奨励金認定申請書が提出されたときは、その内容を審

査し、適当と認めるときは認定の決定を行い、申請者に対し認定通知書（様式第２号）

を送付するものとする。 

（事業内容の変更等） 

第８条 前条の規定による認定の通知を受けた者（以下「認定企業」という。）が、認定

に係る事業の内容を変更しようとするときは、事業の変更に着手する日の原則として３

０日前までに変更認定申請書（様式第３号）を、認定申請に係る事業を中止し、又は廃

止しようとするときは、中止（廃止）届出書（様式第４号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による変更認定申請書が提出されたときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは変更認定の決定を行い、認定企業に変更認定通知書（様式第５号）



を送付するものとする。 

３ 第１項後段の規定による中止（廃止）届出書を市長が受理したときは、何らの手続を

要せず認定通知は効力を失うものとする。 

（認定の取消し） 

第９条 市長は、認定企業が次のいずれかに該当すると認めるときは、第７条の認定又は

前条第２項の変更認定の取消しをすることができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。 

（２） 変更手続によることなく、認定された事業の内容を変更したとき。 

（３） この告示に違反する事実があったとき。 

２ 市長は、前項により認定及び変更認定を取り消したときは、書面により速やかに通知

するものとする。 

（交付申請） 

第１０条 認定企業は、空き工場等において操業又は事業を開始した日から１年以内に奨

励金交付申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定及び額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による奨励金交付申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、適当と認めるときは奨励金の交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し

奨励金の交付の決定及び額の確定通知書（様式第７号）を送付するものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第１２条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者（以下「奨励事業者」という。）

は、その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して１５日以内に奨励金の

交付申請を取り下げることができる。 

（指示事項の遵守） 

第１３条 認定企業は、市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をし

た場合は、これに従わなければならない。 

（奨励金の支払） 

第１４条 奨励事業者は、第１１条の規定による奨励金の交付の決定及び額の確定があっ

たときは、奨励金請求書（様式第８号）により、市長に対し奨励金の支払を請求するも

のとする。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該奨励事業者に奨励金を支

払わなければならない。 

（交付決定及び額の確定の取消し） 

第１５条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第１

１条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。 

（２） 正当な理由によることなく認定工場等の操業又は事業の開始後１０年以内に営

業を休止し、又は廃業したとき。 

（３） この告示に違反する事実があったとき。 

（奨励金の返還） 



第１６条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合

において、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返

還を命ずるものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第１７条 奨励事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命ぜられたときは、その命令

に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた奨励金

の額１００円につき１日３銭の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

２ 奨励事業者は、奨励金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったとき

は、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額１００円につき１日

３銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

３ 市長は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、奨励事業

者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（財産処分の制限） 

第１８条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった認定工場等を奨励金の交付の目的

に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、財産処分承認申

請書（様式第９号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、操業

開始後１０年を経過した場合は、この限りでない。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日告示第７４号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

種類 設備補助 雇用補助 

使途 空き工場等の取得 空き工場等の賃借 福利厚生施設の整備 

補助対象経費 空き工場等の取得に要

する経費（土地・償却資

産に係る費用を除く。） 

空き工場等の賃借に要

する経費（土地・償却資

産に係る費用を除く。） 

従業員のための福利

厚生施設の整備に要し

た経費 

奨励金額 空き工場等に係る固定

資産評価額と取得に要す

る経費のいずれか低い額

に１００分の４．５を乗

じて得た額 

空き工場等に係る月額

賃借料に３分の１を乗じ

て得た額に１２を乗じた

額 

ただし、月額賃借料の

上限は、３００，０００

円とする 

市内に住所を有する

新規常用雇用者１人当

たり２００，０００円を

乗じて得た額 

奨励金限度額 ２，０００，０００円 ２，０００，０００円



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

様式第８号（第１４条関係） 

様式第９号（第１８条関係） 

 


